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不法投棄等対策支援事業（使用済自動車等に関して地方公共団体が措置命令により原因者の

責任を追及等することを原則として代執行をおこなった場合に、その費用に対する出えんその他

の協力を行う事業）は、自動車リサイクル法に基づき、公益財団法人自動車リサイクル促進センタ

ー（以下、センターという）が行う事業です。 

「不法投棄等対策支援事業手引書」（以下、手引書という）は、事業の活用を希望する地方公共

団体の実務者を対象に、事業計画の策定方法や留意点等を示し、手続きの内容を簡潔に説明し

ています。 

具体的には、まず第１章で不法投棄等対策支援事業の基本的な内容の理解を図り、第２章で事

前相談、第３章で事業計画の策定、第４章で出えん申請、第５章で出えん金の受領と地方公共団

体の責務、第６章で引取り・再資源化等の委託について説明しています。 

本手引書を通して「不法投棄等対策支援事業」に対する理解を深め、同事業を活用するための

手続きが円滑に進められるよう、手元に置きご活用ください。 
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第１章 不法投棄等対策支援事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

第１章では、自動車リサイクル法及び不法投棄等対策 

支援事業の概要を説明します。 

出えん要請の手続きを円滑に行えるよう、本事業の役割

や仕組み等の基本的な内容を整理し、事業への理解を

深めることを目的としています。 
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１． 自動車リサイクル法とは 

 

自動車リサイクル法は、資源循環型社会の構築と環境保全を目的として、２００２年に制定され、   

２００５年１月に施行された使用済自動車の再資源化に関する法律です。 

近年の最終処分場の逼迫により処理費用の高騰が問題となっている、自動車由来のシュレッダー

ダスト、新たな環境問題であるエアバッグ類、フロン類を適正かつ円滑に再資源化処理し、廃棄物の

削減、資源の有効利用、不法投棄の防止、環境保全をより一層進めようとするものです。 

 

＜主な特徴＞ 

・ 自動車メーカー・輸入業者がリサイクルの責任を果たす義務を負う 

自動車メーカー・輸入業者が、自らが製造又は輸入した自動車の、指定３物品（フロン類、 

エアバッグ類、ASR）を引き取り、再資源化処理を実施 

 

・ 関係者の役割を明確化 

自動車所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者それぞれの役割を明確化し、自動車  

リサイクルシステムが最大限機能する仕組みを構築 

関連事業者は、都道府県知事又は保健所設置市長の登録・許可制 

 

・ リサイクル料金の前払い方式を採用 

自動車所有者は、指定３物品の再資源化処理に必要な料金をリサイクル料金として前払い 

 

・ 電子マニフェスト（移動報告）制度を導入 

関連事業者は、使用済自動車等を処理したごとに、電子マニフェストにて移動報告を実施 

 

・ 指定法人による制度運営 

公的な業務を行うにあたり、国がセンターを指定 
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２． 不法投棄等対策支援事業の概要 

 

不法投棄等対策支援事業は、使用済自動車等について処理基準に適合しない処理（野積みや不

法投棄）が行われ、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、地方公共団体

が講ずる支障の除去等の措置に係る費用に対し、出えんを行います。 

自動車リサイクル法では、地方公共団体が講じる措置に係る費用を支援することを規定し、センタ

ーは法律に基づき、地方公共団体に対して出えんを行います。 

 

 

 

＜自動車リサイクル法＞ 

 

 

 

第１０６条 

 指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 

  

四 使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資源化等物品又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物 

が不適正に処分された場合において、廃棄物処理法第１９条の７第１項又は第１９条の８第１項の規定

による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこと。 

 

五 前号に規定する場合において、廃棄物処理法第１９条の７第１項又は１９条の８第１項の規定により

地方公共団体の長が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引取り、これらの再資源化等 

に必要な行為を実施すること。 
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３． 不法投棄等対策支援事業の対象 

  

１） 不法投棄対策支援事業（第１０６条 ４号） 

 

（１） 出えん先 

 

・ 地方公共団体（都道府県又は市町村） 

 

（２） 対象となる費用 

 

地方公共団体が行う支障の除去等の措置に掛かる以下の費用 

・ 仮設工事費、運搬費、借上料、機械器具修繕費、燃料費等、撤去費 

・ 撤去後の処理に必要な費用（使用済自動車の場合、リサイクル料金の預託が必要なも

のは、これも含む） 

 

※ 本手引書では「撤去」とは、原則不法投棄等の現場から処理施設までの運搬を指し、  

「処理」とは処理施設以降の再資源化等を指す 

※ 実施に至るまでの事前調査、処理計画の策定等に要する費用は、出えん対象外 

 

 

（３） 対象となる物品 

 

・ 使用済自動車 

・ 解体自動車（廃車ガラ） 

・ 特定再資源化等物品・・・・フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト 

・ これらの処理に伴って生じた廃棄物（タイヤ、廃油、廃液等） 

 

（４） 出えんの割合 

 

・ 対象となる費用の総額の１０分の８を上限とする 

 

（５） 出えんの条件 

   

・ 原因者等に対し費用を求償すること  

・ 未然防止対策を実施していること 
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４ 

２） 引取り・再資源化等業務（第１０６条 ５号） 

 

（１）委託元 

      

・ 地方公共団体 

 

（２）対象となる業務 

 

地方公共団体が行う使用済自動車等の支障の除去等の措置（４号業務）を実施するに

あたり、再資源化等行為について委託先が見つからない場合、地方公共団体とセンター

が委託契約を締結のうえ、撤去された解体自動車等の再資源化等を行う 

 

 

（３）対象となる物品 

    

・ 解体自動車（廃車ガラ） 

・ 特定再資源化等物品・・・・フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト 

 

 

※使用済自動車にあたるものについては、正規のリサイクルルート（引取業者）に引き

渡されることとなるため、引取り・再資源化等業務の対象外 
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４． 不法投棄等対策支援事業要綱 

（通則） 

第１条 不法投棄等対策支援事業については、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年

法律第87号。以下「法」という。）、関係政省令、公益財団法人自動車リサイクル促進センター定款、再

資源化等業務規程及び資金管理業務規程の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、法第 106 条第 4 号の規定に基づき、使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資

源化等物品又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物（以下「使用済自動車等」という。）が不適正に処

分された場合において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄

物処理法」という。）第 19 条の７第 1 項又は第 19 条の 8 第 1 項の規定による支障の除去等の措置（以

下「措置」という。）を講ずる地方公共団体に対し、公益財団法人自動車リサイクル促進センター再資

源化支援部（以下「再資源化支援部」という。）が出えんその他の協力を行い、若しくは、法第 106 条 5

号の規定に基づき、地方公共団体が撤去した解体自動車等を再資源化支援部が引取り、再資源化

等に必要な行為を実施することにより、適正な処理を促進することを目的とする。 

 

（出えんの対象） 

第３条 再資源化支援部が行う出えんの対象は、次の費用とする。 

（１）使用済自動車等を撤去するための仮設工事費、運搬費、借上料、機械器具修繕費、 

燃料費等の費用 

（２）撤去された使用済自動車等の再資源化等の費用  

２ 地方公共団体によって、使用済自動車等の不適正処分が生じないよう未然防止対策を実施している

ことを条件とする。 

 

（出えん額） 

第４条 再資源化支援部が行う出えんの額は、対象となる費用の総額の 10 分の 8 を上限とする。 

 

（出えん要請書の提出） 

第５条 出えんを受けようとする地方公共団体は、事業計画を立案し、不法投棄等対策支援事業出えん 

要請書（以下「出えん要請書」という。）を再資源化支援部に提出する。 

２ 地方公共団体が出えん要請書を提出するにあたっては、事業計画書及びその別表である事業計画

額明細書を添付する。 

３ 地方公共団体は、出えん要請書提出後に事業を中止又は取り消そうとする場合、事業が予定の期間

内に完了しない場合、若しくは事業の遂行が困難となった場合は、速やかに再資源化支援部に報告

する。事業計画を大きく変更した場合は、必要に応じ、出えん要請書を変更し提出する。 

４ 使用済自動車若しくは解体自動車が1事案あたり100台未満の事案に対し措置を講ずる地方公共団

体においては、第１項の規定にかかわらず、出えん要請書の提出を必要としない。 
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（出えん予定） 

第６条 再資源化支援部は、地方公共団体から提出を受けた出えん要請書の内容を調査確認のうえ、

再資源化等支援検討会及び資金管理業務諮問委員会の調査審議に附し、出えん予定額を決定する。 

２ 再資源化支援部は、出えん予定額決定後、地方公共団体に対して不法投棄等対策支援事業出えん

予定額決定連絡書を送付する。 

 

（出えん申請） 

第７条 地方公共団体は、事業完了後、不法投棄等対策支援事業出えん申請書（以下「出えん申請書」

という。）を、再資源化支援部に提出する。 

２ 地方公共団体が出えん申請書を提出するにあたっては、事業完了報告書及びその別表である事業

実績額明細書を添付する。 

３ 地方公共団体は、措置に要する期間が複数年にわたる場合、年度毎にその完了分の出えん金の支

払を申請することができる。その場合、地方公共団体は、実施年度 3 月末日までの完了分について出

えん申請書を翌年度 4 月 20 日までに再資源化支援部に提出する。 

４ 使用済自動車若しくは解体自動車が1事案あたり100台未満の事案に対し措置を講じた地方公共団

体は、3 月末日までに完了した事業について取りまとめのうえ、出えん申請書を翌年度 4 月 20 日まで

に再資源化支援部に提出する。 

 

（出えんの決定及び支払い） 

第８条 再資源化支援部は、地方公共団体から提出を受けた出えん申請書の内容を調査確認のうえ出

えん額を決定する。 

２ 再資源化支援部は、出えん額決定後速やかに、不法投棄等対策支援事業出えん額決定連絡書を

地方公共団体に送付する。 

３ 再資源化支援部は、原則として出えん申請書の受領月の翌月末日までに、出えん金を地方公共団

体が指定する口座に振込む。 

 

（書類等の保存） 

第９条 地方公共団体は、事業に係る書類、証憑を事業完了後 5 年間保存しなければならない。 

 

（出えん金の返還） 

第１０条 地方公共団体は、費用求償により撤去等の措置に要した費用を原因者等から徴収した場合は、

再資源化支援部に報告し、出えん金を出えんの比率に応じて返還する。 

 

（出えんの取消し） 

第１１条 再資源化支援部は、地方公共団体が次に掲げる事項に該当したときは、出えん予定の取消し

又は出えん金の返還を求める。 

（１） 事業計画の内容に則して措置が実施されなかったとき 

（２） 出えん金を出えんの対象となる事業以外の用途に使用したとき 

（３） 偽り又は不正の方法により出えん申請を行ったとき 

第１章 不法投棄等対策支援事業の概要



 

  Page 9

 

 

 

（引取り・再資源化等の委託） 

第１２条 引取り・再資源化等を委託する地方公共団体は、引取り・再資源化等見積依頼書を再資源化

支援部に提出する。 

２ 再資源化支援部は、引取り・再資源化等に係る費用の見積りを行い、引取り・再資源化等見積額通

知書を地方公共団体に送付する。 

３ 地方公共団体は、引取り・再資源化等見積額通知書を受領後、再資源化支援部と引取り・再資源化

等に係る委託契約を締結する。 

 

（引取り・再資源化等の実施） 

第１３条 引取り・再資源化等を委託した地方公共団体は、解体自動車等を撤去のうえ、再資源化支援

部に引き渡す。 

２ 再資源化支援部は、解体自動車等を引取り、再資源化等を実施する。 

３ 再資源化支援部は、再資源化等の完了後、引取り・再資源化等委託料金請求書（以下「委託料金請

求書」とする。）により委託料金を請求する。 

 

（委託料金の支払い） 

第１４条 引取り・再資源化等を委託した地方公共団体は、委託料金請求書を受領後、受領月の翌月末

日までに再資源化支援部が指定する口座に委託料金を振込む。 

 

（状況報告・調査等） 

第１５条 再資源化支援部は、地方公共団体に対して事業の遂行状況その他の必要な事項について報

告を求め又は調査を行うことができる。 

２ 地方公共団体は、対象事業に係る書類、証憑を備え、求めに応じて提示しなければならない。 

 

（その他の協力） 

第１６条 再資源化支援部は、地方公共団体の求めに応じ、情報提供、事業に関する説明、助言等の協

力を行う。 

 

（責任の所在） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、不法投棄等対策支援事業に関し必要な事項は、再資源化支援

部が別に定める。 

 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、不法投棄等対策支援事業に関し必要な事項は、再資源化支援

部が別に定める。 

 

 

 

 

第１章 不法投棄等対策支援事業の概要
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５． 地方公共団体が行う手続きの流れ 

 

地方公共団体が行う手続きは下図のとおりです。 

詳しくは、第２章で「事前相談」、第３章で「事業計画の策定」、第４章で「出えん申請」、第５章で

「出えん金の受領と責務」、第６章で「引取り・再資源化等の委託」を説明します。 

 

＊緊急時は、措置命令を発出しない場合もある。 

第１章 不法投棄等対策支援事業の概要



 

  Page 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 事前相談 

 

 

 

 

 

 

 

第２章では、事前相談について説明します。 

センターでは、事業に関する不明点をはじめ事業活用に

関する相談を受付けます。 
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１． 事業活用に関する相談 

地方公共団体が出えんを受けるためには、出えん要請書の提出が必要となります。その前段

で事業の活用を検討するにあたり、事業に関する説明・確認が必要な場合は、事前の相談を受

付けています。 

また、具体的な事案については、事案概要を取りまとめのうえ、相談ください。センターで

は、事案概要を基に出えんの要件を満たしているかを判断し、結果を連絡します。 

 

 

１）事案概要の取りまとめ 

 

事案概要として以下を取りまとめます。 

①どこに・どのような廃棄物が・どれくらい・どのような状態で不法投棄されているか 

②投棄現場及び周辺の様子（写真） 

③事案の経緯 

 

２）実施スケジュール 

 

事業実施までのスケジュールが固まっていれば、相談時にご提示ください。 

緊急に対応が必要な場合は、把握できる範囲の情報を収集し、相談ください。 

 

３） ＡＳＲとＳＲの混合不法投棄事案について 

 

自動車由来の廃棄物とその他の廃棄物が混在する場合（例：家電と使用済自動車等の

不法投棄）は、他関連制度との併用が可能です。 

ただし、各制度を運営する事務局に申請要件等を確認いただく必要があります。 

 

４） ＡＳＲの不法投棄事案における対象物品の重量推計について 

 

調査結果、測量等から対象物の重量を推計します。  

なお、対象物品が地中に埋設された事案は、概算値で計画します。 

 

５） 引取り・再資源化等の委託先について 

 

不法投棄対策支援事業（４号業務）の活用を計画する地方公共団体において、撤去後

の解体自動車等の再資源化等委託先の選定が困難な場合はセンターに相談ください。 

センターは、地方公共団体と引取り・再資源化等の委託契約を締結のうえ、引取り・再

資源化等を有償にて行います。詳しくは、第６章を参照ください。 

事業活用に 

関する相談 

第２章 事前相談
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第３章  事業計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

第３章では、事業計画策定時の留意事項、出えん要請

書及び事業計画書の作成について説明します。 

１００台未満の中小規模事案については、出えん要請書

及び事業計画書の提出が不要です。 

第４章へお進みください。 
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１．出えん要請の準備 

 

１） 事案経緯の整理 

    

事案の覚知から出えん要請に至るまでの経緯を原因者等の事業内容、事案概要、原因者

に対する指導、原因者の動静、関係者との連携を含め整理します。 

          

２） 生活環境保全上の支障、又は支障のおそれの特定 

    

環境調査等により、事案における生活環境保全上の支障、又は支障のおそれを特定しま

す。 

        

３） １００台未満の中小規模事案について 

    

使用済自動車・解体自動車が１事案あたり１００台未満の事案については、事業計画の

策定、出えん要請書の提出は不要です。 

 

 

２．事業計画の策定 

 

１） 撤去数量の推計 

    

過去の指導履歴等から現場に投棄、又は不適正保管された使用済自動車及び解体自動車

を含む自動車由来の廃棄物の量を推計します。推計が困難な場合には、測量等により数量

（重量）を推計します。 

    なお、本支援事業は、撤去した数量実績に対し出えんします。 

       

２） 対策工法の決定 

   

支障の除去等の措置を実施するための対策工法（撤去、再資源化、その他処理）を設計

します。なお、使用済自動車については、自動車リサイクル法に基づく処理をお願いしま

す。 

 

 

 

出えん要請の 

準備 

   事業計画の 

策定 

   事業計画書の 

作成 

   事業計画額 

明細書の作成 

   出えん要請書 

  の作成・提出 

    出えん予定額 

  の受領 

第３章 事業計画の策定
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３） 処理方法概要図等の作成 

    

対策工法を工程毎に切り分け概要図やフロー図に図面化します。 

   現場からの撤去、必要に応じて保管・中間処理（再資源化）を考慮のうえ、最終処分まで

の処理工程を整理します。 

 

４） 法令面の確認 

  

概要図にて整理した各処理工程について、法令上問題がないことを確認します。 

  廃棄物処理法、自動車リサイクル法、地方公共団体の条例等規定に照らし確認します。 

 

５） 事業計画に基づく事業費の積算 

 

全体計画を作業項目毎に分類し、各工程の単価を決定のうえ、推計した処理量を乗じ、 

事業費を積算します。 

積算単価は、複数社より見積りを取り決定し、見積比較表を作成します。 

併せて、単価調書を作成します。 

作成した見積比較表、単価調書は事業計画額明細書の添付資料となります。 

 

各工程について、処理概要図等を用いながら積算した費用を確認し、費用の抜け漏れが

ないことを確認します。 

なお、処理に含まれる金属等は、資源市況によっては請負者が買い取る場合があります。 

    

６） スケジュール案策定 

  

事業計画の検討に入った時点で、以下の項目を勘案し事業実施に向けたスケジュールを

策定します。 

     

・ 事業予算の議会承認時期 

・ 出えん要請書提出時期 

・ 措置命令発出時期（措置命令を発出しない場合は不要） 

・ 業者選定時期 

・ 事業開始予定時期 

・ 完了予定時期 

・ 出えん申請予定時期 

第３章 事業計画の策定
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    事業計画書の 
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   事業計画額 
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  の作成 

    出えん予定額 

  の受領 
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３． 「事業計画書」の作成 

 

＜記入例＞ 

 

      

事業計画書 

１．事案概要 

１）不法投棄等の場所 ○○区□△町１－２－３ 

２）不法投棄等の時期 

発生時期  ２００５年  １０月 

判明時期  ２００５年  １２月 

３）投棄等実行者 車山 積男（リサイクル市山川町１－２－３） 

４）措置命令対象者 同上 

５）投棄された使用済自動車等の種類及び量 

    

 

使用済自動車                １００台 

 解体自動車                １５０台 

 特定再資源化等物品  

  フロン               ０Kg  

  エアバッグ                ０個 

  ＡＳＲ            ２０ｔ 

 その他の自動車由来の廃棄物            １０ｔ 

 投棄面積及び高さ 面積：６２５m

2

、高さ５m 

 

６）生活環境の保全上の支障、又は支障が生じるおそれの状況 

使用済自動車等が不適正に処分されたことにより、当該廃棄物から廃油、廃液が流出し、地下水及

び地域河川が汚染される恐れがある。また、不適正に積み上げられた使用済自動車が劣化や地震

等により崩落する恐れがある。 

 

 

７）出えん要請に至った経緯 

  リサイクル市は、２００５年に事案を覚知した後、原因者に対し再三に亘り不適正処分に対する指導

を実施したが、改善の措置がなされなかった。当該廃棄物が放置・処分されることにより、生活環境

が保全されない恐れがあり、投棄実行者が適正処理を履行する意志が全くないと判断し、投棄実行

者に対し措置命令を発出したが、期限までに履行されなかったため、出えん要請を行うこととした。 

 

８）措置命令又は公告 

 

 措置命令発出日 ２０１２年   ６月   ５日 

 措置の内容 使用済自動車及び解体自動車等の撤去・適正処理 

 履行期限 ２０１２年   ９月   ５日 

 命令履行状況 資力も撤去する意思もなく、命令を履行する能力はない 

 公告時期（予定時期）             年      月       

   

第３章 事業計画の策定
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＜目的＞ 

・ 使用済自動車等の支障の除去等の措置をとりまとめ、事業計画書を作成する 

 

＜提出方法＞ 

・ 不法投棄等対策支援事業出えん要請書に添付する 

 

＜その他留意点＞ 

・ 複数年に亘る事業についての計画は、センターへ事前に相談する 

 

＜項目説明＞ 

１．事案概要             

１）不法投棄等の場所     ・・・ 不法投棄等がされた住所を記載 

２）不法投棄等の時期     ・・・ 発生時期と判明時期を記載 

３）投棄等実行者         ・・・ 実行者が特定されている場合に記載 

４）措置命令対象者    ・・・ 措置命令を発出しない場合は、記載不要 

５）投棄された使用済自動車等の種類及び量 

・・・ 使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等 

物品、その他自動車由来の廃棄物の量を記載 

併せて、投棄面積及び高さについても記載 

６）生活環境保全上の支障、又は支障が生じるおそれの状況 

          ・・・ 生活環境保全上の支障の状況を記載 

７）出えん要請に至った経緯・・・事案の覚知から出えん要請に至るまでの指導 

                経緯を記載 

８）措置命令又は公告      ・・・ 発出日、命令内容、履行期限、履行状況を記載 

原因者不明の場合は、公告時期を記載 

            措置命令を発出しない場合は、記載不要 

 

 

＜計画に変更があった場合＞ 

・ センターでは、事業計画に追加・変更があった場合、その内容及び理由を確認しま  

   す（事業計画書の再提出をお願いする場合もあります） 

・  事業計画を追加・変更する場合は、センターに相談ください    
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＜項目説明＞ 

２．計画概要    

１）講じようとする措置の内容  

・・・ 根拠法令、撤去方法、処理方法（対象物品毎）を 

記載 

２）実施予定時期    ・・・ 着手予定時期と完了予定時期を記載 

３）再発防止策       ・・・ 当該事案現場における再発防止策及び地方公共 

団体内で取り組む再発防止策（未然防止策）を  

記載 

 

３．出えん要請額         

１）事業計画額     ・・・ 出えんの対象となる事業の総額を記載 

２）出えん要請額    ・・・ 事業計画額の８割を上限として記載 

 

４．担当部署       ・・・ 本事業の担当部署、連絡先を記載 

 

 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す次の資料（書式は任意）を添付する             

１）経緯書   

２）措置命令書（写し）、措置命令を発出しない場合は不要   

３）位置図  

４）現場写真 

５）廃棄物量の推移（投棄された廃棄物量の推移を示すもの） 

 

 

 

＜解体自動車及び３物品の引取り・再資源化等をセンターに委託する場合＞ 

事業計画書の記入例を巻末に記載しています。５５ページ参照 
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４． 「事業計画額明細書」の作成 

 

＜記入例＞ 
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＜目的＞ 

・ 事業計画書の別表として、事業計画額の内訳を、費用区分、対象類別毎に整理する 

 

＜提出方法＞ 

・ 事業計画書に添付する 

 

＜その他留意点＞ 

・ １枚に収まらない場合は、複数枚に記載する 

 

＜項目説明＞ 

１．費用区分   ・・・ 撤去費、処理費、その他に分類し、以下の項目

を記載                  

１）対象類別 ・・・  作業単位別に費用を記載 

２）単位          ・・・  対象類別の単位を記載 

３）数量                  ・・・  必要数量を記載 

４）単価                  ・・・ 単位毎の単価を記載 

（見積比較表、単価調書等から転記） 

５）金額            ・・・ 数量×単価を記載 

６）備考         ・・・ 転記元や算出根拠等を記載 

    

２．事業計画額   ・・・ 金額欄の合計値を記載 

 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す資料（書式は任意）を添付する        

１）積算表 

２）見積比較表   

３）単価調書   

４）公共工事積算基準単価表  

 

 

 

＜解体自動車及び３物品の引取り・再資源化等をセンターに委託する場合＞ 

事業計画額明細書の記入例を巻末に記載しています。５６ページ参照 
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５． 「不法投棄等対策支援事業出えん要請書」の作成・提出 

 

＜記入例＞ 
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＜目的＞ 

・ 事業計画を基に出えん要請書として取りまとめ、提出する 

 

＜項目説明＞ 

１．事案名         ・・・ 事案名を記載 

２．出えん要請額   ・・・ 事業計画書 ３．（２）出えん要請額を転記      

 

 

＜提出期限＞ 

・ 出えんを希望する前年度１２月末まで 

・ 緊急に対応が必要となる事案については、センターへ事前に相談ください 

 

＜その他＞ 

・ 複数年に亘る事業についての計画は、センターへ事前に相談ください 

 

     

＜留意事項＞ 

通常、センターでは出えん要請書を受領後、内容を確認のうえ、再資源化等支援検討会、      

資金管理業務諮問委員会に事業計画を上程します 

審議には、最短で１～２ヶ月程度の時間を要しますので、余裕を持って出えん要請書を  

提出ください 
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作成 

   事業計画額 

明細書の作成 

    出えん要請書 

  の作成・提出 

    出えん予定額 

  の受領 
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６．出えん予定額決定連絡書の受領 

 

再資源化等支援検討会および資金管理業務諮問委員会にて出えんが承認されると、センタ

ーは「不法投棄等対策支援事業出えん予定額決定連絡書」を、出えん要請を行った地方公共

団体に送付します。 

「不法投棄等対策支援事業出えん予定額決定連絡書」を受領した地方公共団体は、出えん

予定額を確認のうえ支障の除去等の措置に向けた準備を進めます。 

 

＜不法投棄等対策支援事業出えん予定額決定連絡書＞ 

    

        

第３章 事業計画の策定

出えん要請の 

準備 

   事業計画 

  の策定 

    事業計画書 

  の作成 

   事業計画額 

明細書の作成 

    出えん要請書 

  の作成・提出 

    出えん予定額 

  の受領 
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第４章 出えん申請 

 

 

 

 

 

 

 

第４章では、事業完了後センターへ提出する「事業完了

報告書」「事業実績額明細書」「出えん申請書」の作成

等、出えん申請業務について説明します。 
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１． 出えん申請の準備  

 

１）事業に係る証憑等の収集 

    

本支援事業は、対象物の処理量（実績）に応じて、処理にかかった費用を支払います。 

そのため、撤去量と費用を明確にできる証憑を処理委託先から収集し、集計します。 

また、最終処分が行われたことを証明する産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票、自

動車リサイクル法の電子マニフェスト（リサイクル券Ｂ券）を収集する必要があります。 

 

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票写し 

撤去した産業廃棄物（解体事業者等）の排出者、事業場、種類別の量、運搬、処分受託

者、最終処分場を確認するもの 

・リサイクル券Ｂ券写し 

使用済自動車が適正処理されたことを証明するもの 

 

また、対策工事に掛かった費用の証憑として以下を準備・収集します。 

・契約書写し 

・事業に係る領収書 

 

 

２）証憑の取りまとめ 

 

収集した証憑を取りまとめ、総処理量を集計します。 

それらを基に以下の書類（書式は任意）を準備します。 

・精算表 

・撤去車両一覧表（車台番号、リサイクル券番号、リサイクル料金等の一覧） 

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）処理重量集計一覧表 

・契約関係書類（写し） 

 

３）その他添付書類の作成 

 

・現場写真（完了後の現場を、事業計画書に添付した写真と同じアングルで撮影します） 

      ※１００台未満の中小規模事案は、撤去時に、撤去前後の現場を撮影します 

 

 

 

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

第４章 出えん申請

出えん申請書の 

作成・提出 
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２． 「事業完了報告書」の作成 

 

＜記入例１：１００台以上の事案＞ 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜目的＞ 

・ 出えん申請書に添付するため、完了した事業について報告書を取りまとめる 

 

＜提出方法＞ 

・ 出えん申請書に添付する 

 

＜その他＞ 

・ 複数年に亘る事業の完了報告は、３月末までの実績を記載する 

 

＜項目説明＞ 

１．実施概要             

１）不法投棄等の場所 ・・・  不法投棄等がされた住所を記載 

２）撤去・処理した使用済自動車等の種類及び量 

・・・  使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等 

物品その他自動車由来の廃棄物について処理量 

等を記載               

３）講じた措置の内容   ・・・  根拠法令、撤去方法、再資源化等処理方法   

（対象物品毎）を記載 

４）実施期間        ・・・  着手日及び完了日を記載 

 

２．出えん申請額       

１）事業実績額 ・・・  出えんの対象となる事業実績の総額を記載 

２）出えん申請額      ・・・  事業実績額の８割を上限として記載 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す以下の資料（書式は任意）を添付する  

１）撤去車両一覧 

（車名、通称名、車台番号、リサイクル券番号、リサイクル料金を記載） 

２）産業廃棄物管理票（マニフェスト）処理重量集計一覧表  

３）現場写真 

 

 

＜解体自動車及び３物品の引取り・再資源化をセンターに委託する場合＞ 

事業完了報告書の記入例を巻末に記載しています。５７ページ参照 

 

    

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜記入例２：１００台未満の事案＞・・・巻末に提出された書類を例示しています。ご参照ください。 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜目的＞ 

・ 出えん申請書に添付するため、完了した事業について報告書を取りまとめる 

 

＜提出方法＞ 

・ 出えん申請書に添付する 

 

＜その他＞ 

・ 事業実績額明細書は、該当年度３月末までの実績を記載する 

 

＜項目説明＞ 

１．実施概要             

１）不法投棄等の場所 ・・・  不法投棄等がされた住所を記載 

２）判明時期 ・・・  覚知した時期を記載 

３）投棄実行者 ・・・  投棄実行者を記載 

（不明の場合は、不明と記載） 

４）撤去・処理した使用済自動車等の種類及び量 

・・・  使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等 

物品その他自動車由来の廃棄物について処理量 

等を記載               

５）講じた措置の内容   ・・・  根拠法令、撤去方法、再資源化等処理方法   

（対象物品毎）、再発防止策を記載 

６）実施期間        ・・・  着手日及び完了日を記載 

 

２．出えん申請額       

１）事業実績額 ・・・  出えんの対象となる事業実績の総額を記載 

２）出えん申請額      ・・・  事業実績額の８割を上限として記載 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す以下の資料（書式は任意）を添付する   

１）現状図                    ・・・公告に添付されていない場合 

２）措置命令書又は公告の写し            ・・・巻末サンプル参照 

３）現場写真（撤去前、撤去後）  

 

 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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３． 「事業実績額明細書」の作成 

 

＜記入例１：１００台以上の事案＞ 

 

      

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜目的＞ 

・ 事業実績額の内訳を示すため、費用区分毎に整理し、事業完了報告書の別表とする 

 

＜提出方法＞ 

・ 事業完了報告書に添付する 

 

＜項目説明＞ 

 

１．費用区分 ・・・ 撤去費、処理費、その他に分類し、以下の項目

を記載                 

１）対象種別 ・・・ 作業単位別に費用を記載 

２）単位                 ・・・ 対象種別の単位を記載 

３）数量                 ・・・ 必要数量を記載 

４）単価                 ・・・ 単位毎の単価を記載 

（見積比較表、単価調書等から転記） 

５）金額            ・・・ 数量×単価を記載 

６）備考         ・・・ 転記元や算出方法等を記載 

    

２．事業実績額   ・・・ 金額欄の合計値を記載 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す以下の資料（書式は任意）を添付する       

１）精算表 

２）委託契約書（写し）   

３）産業廃棄物管理票「産廃マニフェスト」Ｅ票（写し）   

４）領収書等 

５）有価金属の売却額を示す証憑            ・・・売却を行った場合 

  

 

 

 

 

＜解体自動車及び３物品の引取り・再資源化をセンターに委託する場合＞ 

事業実績額明細書の記入例を巻末に記載しています。５８ページ参照 

 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜記入例２：１００台未満の事案＞・・・巻末に提出された書類を例示しています。ご参照ください。 

 

         

 

 

 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜目的＞ 

・ 事業実績額の内訳を示すため、費用区分毎に整理し、事業完了報告書の別表とする 

 

＜提出方法＞ 

・ 事業完了報告書に添付する 

 

＜項目説明＞ 

 

１．費用区分 ・・・ 撤去費、処理費、その他に分類し、以下の項目

を記載                 

１）対象種別 ・・・ 作業単位別に費用を記載 

２）単位                 ・・・ 対象種別の単位を記載 

３）数量                 ・・・ 必要数量を記載 

４）単価                 ・・・ 単位毎の単価を記載 

（見積比較表、又は見積書から転記） 

５）金額            ・・・ 数量×単価を記載 

６）備考         ・・・ 転記元や算出方法等を記載 

    

２．事業実績額   ・・・ 金額欄の合計値を記載 

 

＜添付資料＞ 

記載内容の詳細を示す以下の資料（書式は任意）を添付する       

１）見積り比較表又は見積書 

２）委託契約書（写し）              ・・・巻末サンプル参照   

３）請求書等   

４）リサイクル券Ｂ券（写し）           ・・・使用済自動車の場合 

５）産業廃棄物管理票「産廃マニフェスト」Ｅ票（写し） 

           ・・・解体自動車等の場合 

６）有価金属の売却額を示す証憑          ・・・売却を行った場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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４． 「不法投棄等対策支援事業出えん申請書」の作成・提出 

 

＜記入例＞ 

    

     

     出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

第４章 出えん申請 

出えん申請書の 

作成・提出 
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＜目的＞ 

・ 完了した事業について出えん申請書を取りまとめ、提出する 

 

＜その他＞ 

・ 複数年に亘る事業の出えん申請は、３月末までの実績を記載する 

 

＜項目説明＞ 

事案名                          ・・・ 事案名を記載 

出えん申請額                    ・・・ 事業完了報告書の出えん申請額を転記 

１．振込先                        ・・・ 出えん金受領口座の情報を記載 

２．担当部署                      ・・・ 本事業の担当部署、連絡先を記載 

 

＜提出期限＞  

・ 事業完了翌年度４月２０日迄に申請する 

・ 使用済自動車若しくは解体自動車が１事案あたり１００台未満の事案も同じ 

まとめて年１回の出えん申請書提出も可能 

・ 複数年に亘る事業の場合、当該年度実施分（３月末実績）を、翌年度４月２０日迄に

申請する 

 

 

  

 

 

 

 

第４章 出えん申請

出えん申請の 

準備 

事業完了報告書の 

作成 

事業実績額明細書 

の作成 

出えん申請書の 

作成・提出 
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第５章 出えん金の受領と責務 

 

 

 

 

 

 

 

第５章では、出えん金の受領、その後の地方公共団体の

責務について説明します。 
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１． 出えん金の受領 

 

１）不法投棄等対策支援事業出えん額決定連絡書の受領 

 

出えん申請を行った地方公共団体は、出えん額決定の通知を受けます。 

 

＜不法投棄等対策支援事業出えん額決定連絡書＞ 

   

        

       

 

２）出えん額の入金確認  

 

センターは、原則出えん申請書を受領した日の翌月末日迄に、出えん金を指定の口座へ

振り込みます。 

出えん申請を行った地方公共団体は、出えん額決定連絡書に記載された振込予定日に、

出えん金の入金を確認します。 

第５章 出えん金の受領と責務

出えん金の受領 

 

責務 
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２． 責務 

 

  １） 費用求償 

 

出えんを受けた地方公共団体は、事業完了後５年間、廃棄物処理法第１９条の７第５項

又は同法第１９条の８第５項において準用する行政代執行法第５条及び第６条に基づき、  

原因者等に対して費用求償を行います。 

 

原因者等から費用を回収した際は、センターに報告のうえ、出えんの比率に応じた金額

をセンターに返還します。 

 

２）書類及び証憑等の保管 

 

出えんを受けた地方公共団体は、事業に係る書類及び証憑を事業完了後５年間保管しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出えん金の受領 

 

責務 

 

第５章 出えん金の受領と責務等
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第６章 引取り・再資源化等の委託 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、地方公共団体が支障の除去等の措置の実施

にあたり、解体自動車等の処理をセンターに委託する場

合の手続きについて説明します。 
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１． 引取り・再資源化等の委託 

 

１）引取り・再資源化等見積依頼書の作成・提出 

 

撤去後の解体自動車の再資源化等をセンターに委託する場合に、作成、提出します。 

 

＜引取り・再資源化等見積依頼書＞ 

        

     

第６章 引取り・再資源化等の委託

 引取り・再資源化等 

の委託 

解体自動車等の 

撤去・引渡し 

委託料金の支払い 
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＜目的＞ 

・ センターに再資源化等を委託するため、委託費の積算根拠となる情報を提供し、 

委託費用の見積りを依頼する 

 

 

＜提出方法＞ 

・ 郵送 

 

 

＜項目説明＞ 

１．再資源化等の対象             

１）場所      ・・・  不法投棄等がされた住所を記載 

２）解体自動車等の種類及び量 

・・・  解体自動車、特定再資源化等物品、その他 

自動車由来の廃棄物について量を記載 

３）現場の状況 ・・・  状況、地形及び周辺環境を記載 

 

２．担当部署          ・・・  本事業の担当部署、連絡先を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引取り・再資源化 

等の委託 

解体自動車等の 

撤去・引渡し 

委託料金の支払い 

第６章 引取り・再資源化等の委託
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２）引取り・再資源化等見積額通知書の受領 

 

見積りを依頼した地方公共団体は、センターより見積結果の通知を受領します。 

 

＜引取り・再資源化等見積額通知書＞ 

 

      

第６章 引取り・再資源化等の委託

引取り・再資源化 

等の委託 

解体自動車等の 

撤去・引渡し 

委託料金の支払い 
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２． 解体自動車等の撤去･引渡し 

 

１）引取り・再資源化等に関する委託契約の締結 

        

不法投棄対策支援事業（４号業務）出えん要請書を提出した地方公共団体は、不法投

棄対策支援事業出えん予定額決定連絡書を受領後、センターと委託契約を締結します。 

 

２）センターへの引渡し 

 

センターと委託契約を締結した地方公共団体は、不法投棄対策支援事業（４号業務）

による措置を実施し、撤去した解体自動車等をセンターへ引き渡します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 引取り・再資源化等の委託

 引取り・再資源化等 

の委託 

解体自動車等の 

撤去・引渡し 

委託料金の支払い 
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３． 委託料金の支払い 

 

１） 引取り・再資源化等委託料金請求書の受領 

 

解体自動車等の引取り・再資源化等を委託した地方公共団体は、センターより「引取り・

再資源化等委託料金請求書」を受領します。請求書に記載されている金額及び振込日等を

確認のうえ、支払い手続きを進めます。 

なお、引取り・再資源化等委託料金請求書は、４号業務の出えん申請時に添付する証憑

となります。 

 

＜引取り・再資源化等委託料金請求書＞ 

   

     

 

  

２）支払い 

 

「引取り・再資源化等委託料金請求書」を受領した地方公共団体は、振込日までに請求金

額をセンターが指定する口座に振込みます。 

第６章 引取り・再資源化等の委託

引取り・再資源化等 

の委託   

解体自動車等の 

撤去・引渡し 

委託料金の支払い 
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本手引書は、「不法投棄等対策支援事業」について理解を深める一助となりましたでしょうか。 

公益財団法人自動車リサイクル促進センターでは、センターＨＰにて不法投棄等対策支援事業

に関する情報等を公開しています。本手引書とともにご活用ください。 

 http://www.jarc.or.jp/recycle/unlawfuldumping/ 

 

 また、事業についてご不明な点等ございましたら公益財団法人自動車リサイクル促進センター再資源

化支援部までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに
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参考 申請書類サンプル 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年９月に申請を受付けた中小規模事案および引

取り・再資源化の申請書類をサンプルとして掲示してい

ます。 
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中小規模事案 

１．出えん申請書 

 

 

  

 

参考
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２．事業完了報告書 

 

 

 

 

 

参考

参考
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３．事業実績額明細書 

 

 

 

 
参考
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４．公告 

 

 

 

 

 
参考
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５．委託契約書 

 

 

 

 

 
参考
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引取り・再資源化 

１． 事業計画書 

計画概要の記入例 

 

 

 

 

参考
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２． 事業計画額明細書 

解体自動車等再資源化費用の記入例 

 

 

 

 

 

参考
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３． 事業完了報告書 

１．実施概要 ３）講じた措置の内容の記入例 

 

 

 

 

 

参考
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４． 事業実績額明細書 

解体自動車等再資源化費用の記入例 

 

 

 

 

 

参考
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